
寒 川 町 庁議 規 程新 旧対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

（ 設 置 ）  （ 設 置 ）  

第 2条  庁 議 と し て 、 次 に 掲 げ る も の を 設

置 す る 。  

第 2条  庁 議 と し て 、 次 に 掲 げ る も の を 設

置 す る 。  

(1)～ (3) （ 略）  (1)～ (3) （ 略）  

(4) 部 長会 議  (4) 全 庁会 議  

(5)・ (6) （ 略）  (5)・ (6) （ 略）  

（ 部 内 戦略 会 議）  （ 部 内 戦略 会 議）  

第 3条  部 内 戦 略 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 所 掌 する 機 関と する 。  

第 3条  部 内 戦 略 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 所 掌 する 機 関と する 。  

(1) （ 略）  (1) （ 略）  

(2)  経 営 戦 略 会 議 、 経 営 戦 略 調 整 会 議

又 は 部 長 会 議 に お い て 審 議 、 決 定 、

報 告 又 は 協 議 が 行 わ れ た 事 項 に 係 る

報 告 を 受け る こと 。  

(2)  経 営 戦 略 会 議 、 経 営 戦 略 調 整 会 議

又 は 全 庁 会 議 に お い て 審 議 、 決 定 、

報 告 又 は 協 議 が 行 わ れ た 事 項 に 係 る

報 告 を 受け る こと 。  

(3) （ 略）  (3) （ 略）  

2  前 項 第 1号 に 係 る 審 議 及 び 決 定 の う

ち 、 当 該 部 の 部 長 が 副 町 長 と の 協 議 を

経 て 特 に 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 当 該 審

議 又 は 決 定 に つ い て 経 営 戦 略 会 議 に 付

議 又 は 報告 す るこ とが で き る。  

2  前 項 第 1号 に 係 る 審 議 及 び 決 定 の う

ち 、 当 該 部 の 部 長 が 副 町 長 と の 協 議 を

経 て 特 に 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 当 該 審

議 又 は 決 定 に つ い て 全 庁 会 議 ＿ ＿ に 付

議 ＿ ＿ ＿＿ す るこ とが で き る。  

3・ 4 （略 ）  3・ 4 （略 ）  

（ 経 営 戦略 会 議）  （ 経 営 戦略 会 議）  

第 4条  経 営 戦 略 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 所 掌 する 機 関と する 。  

第 4条  経 営 戦 略 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 所 掌 する 機 関と する 。  

(1)  町 政 運 営 に お け る 潜 在 的 な 課 題 等

に 係 る 調 査 、 検 討 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ に 関

す る こ と。  

(1)  町 政 運 営 に お け る 潜 在 的 な 課 題 等

に 係 る 調 査 、 検 討 又 は 意 見 調 整 に 関

す る こ と。  

(2)  次 に 掲 げ る 事 項 の 実 施 、 変 更 又 は

廃 止 の 可 否 に 係 る 審 議 及 び 決 定 に 関

す る こ と。  

(2)  次 に 掲 げ る 事 項 の 実 施 、 変 更 又 は

廃 止 の 可 否 に 係 る 意 見 調 整 ＿ ＿ に 関

す る こ と。  

ア  事 務 決 裁 規 程 第 4条 の 事 項 及 び 事

務 決 裁 規 程 第 5条 に 規 定 す る ＿ ＿ ＿

＿ 副 町 長 の 専 決 事 項 の う ち 、 前 条

第 1項 第 1号 ア か ら オ ま で に 掲 げ る

事 項  

ア  事 務 決 裁 規 程 第 4条 の 事 項 及 び 事

務 決 裁 規 程 第 5条 に 規 定 す る 町 長 及

び 副 町 長 の 専 決 事 項 の う ち 、 前 条

第 1項 第 1号 ア か ら オ ま で に 掲 げ る

事 項  

イ  前 条 第 2項 の 規 定 に よ り 付 議 さ れ

た 事 項  

（ 削 る ）  

ウ  （ 略）  イ  （ 略）  



(3)  次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 報 告 を 受

け る こ と。  

（ 削 る ）  

ア  町 政 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す 国

政 、 県 政 、 近 隣 市 町 村 等 の 動 向 に

関 す る 事項  

（ 削 る ）  

イ  町 が 出 資 し て い る 公 社 等 の 経 営

状 況 、 実績 報 告等 に関 す る 事項  

（ 削 る ）  

(4) （ 略）  (3) （ 略）  

2～ 4 （略 ）  2～ 4 （略 ）  

5  経 営 戦 略 会 議 は 、 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 毎 月 第 2

及 び 第 4火 曜 日 （ そ の 日 が 休 日 に 当 た る

と き は 、 そ の 翌 日 ） 午 前 9時 か ら 開 催 す

る 。 た だ し 、 必 要 に 応 じ て ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

臨 時 に 開催 す るこ とが で き る。  

5  経 営 戦 略 会 議 は 、 原 則 と し て 毎 月 第 2

＿ ＿ ＿ _火 曜 日 （ そ の 日 が 休 日 に 当 た る

と き は 、 そ の 翌 日 ） 午 前 9時 か ら 開 催 す

る 。 た だ し 、 必 要 に 応 じ て 開 催 す る 日

若 し く は 時 間 を 変 更 し て 開 催 し 、 又 は

臨 時 に 開催 す るこ とが で き る。  

（ 経 営 戦略 調 整会 議）  （ 経 営 戦略 調 整会 議）  

第 5条  経 営 戦 略 調 整 会 議 は 、 前 条 第 1項

第 4号 の 規 定 に よ り 決 定 し た 事 項 の 審

議 、 検 討又 は 調整 を行 う 。  

第 5条  経 営 戦 略 調 整 会 議 は 、 前 条 第 1項

第 3号 の 規 定 に よ り 決 定 し た 事 項 の 審

議 、 検 討又 は 調整 を行 う 。  

2～ 4 （略 ）  2～ 4 （略 ）  

5  経 営 戦 略 調 整 会 議 は 、 前 条 第 1項 第 4号

の 規 定 によ り 、随 時開 催 す る。  

5  経 営 戦 略 調 整 会 議 は 、 前 条 第 1項 第 3号

の 規 定 によ り 、随 時開 催 す る 。  

6 （ 略 ）  6 （ 略 ）  

（ 部 長 会議 ）  （ 全 庁 会議 ）  

第 6条  部 長 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 所

掌 す る 機関 と する 。  

第 6条  全 庁 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 所

掌 す る 機関 と する 。  

(1)  次 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 報 告 を 受 け

る こ と 。  

(1)  次 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 報 告 を 受 け

る こ と 。  

ア  部 内戦 略 会議 にお け る 決定 事 項  ア  部 内戦 略 会議 にお け る 決定 事 項  

イ  経 営 戦 略 会 議 に お け る 決 定 事 項

＿ ＿ ＿  

イ  そ の 他 全 庁 的 に 把 握 し て お く べ

き 事 項  

ウ  そ の 他 全 庁 的 に 把 握 し て お く べ

き 事 項  

 

(2)  次 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 協 議 、 調 整

等 に 関 す る こ と 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿  

(2)  次 に 掲 げ る 事 項 の 実 施 、 変 更 又 は

廃 止 の 可 否 に 係 る 審 議 及 び 決 定 に 関

す る こ と。  

ア  部 内 戦 略 会 議 に お い て 審 議 又 は

決 定 を す る 事 項 （ 第 3条 第 1項 第 1号

ア か ら カ ま で に 掲 げ る 事 項 に 限

る 。 ） の う ち 、 あ ら か じ め 全 庁 的

な 協 議 、調 整 等を 要す る 事 項  

ア  事 務 決 裁 規 程 第 4条 の 事 項 及 び 事

務 決 裁 規 程 第 5条 に 規 定 す る 町 長 及

び 副 町 長 の 専 決 事 項 の う ち 、 第 3条

第 1項 第 1号 ア か ら オ ま で に 掲 げ る

事 項 ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿  

イ  経 営 戦 略 会 議 に お い て 審 議 又 は イ  第 3条 第 2項 の 規 定 に よ り 付 議 さ



決 定 を す る 事 項 （ 第 4条 第 1項 第 2号

に 掲 げ る 事 項 に 限 る 。 ） の う ち 、

あ ら か じ め 全 庁 的 な 協 議 、 調 整 等

を 要 す る事 項  

れ た 事 項 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ _ 

 ウ  そ の他 町 長が 必要 と 認 める 事 項  

 (3)  部 内 戦 略 会 議 に お い て 審 議 又 は 決

定 を す る 事 項 （ 第 3条 第 1項 第 1号 ア か

ら カ ま で に 掲 げ る 事 項 に 限 る 。 ） の

う ち 、 あ ら か じ め 全 庁 的 な 協 議 、 調

整 等 を 要す る 事項  

2  部 長 会 議 は 、 副 町 長 、 教 育 長 、 企 画 部

長 、 総 務 部 長 、 町 民 部 長 、 学 び 育 成 部

長 、 健 康 福 祉 部 長 、 環 境 経 済 部 長 、 都

市 建 設 部 長 、 議 会 事 務 局 長 及 び 教 育 次

長 を も っ て 構 成 す る 。 ＿ ＿ ＿ た だ し 、

副 町 長 が 議 事 運 営 上 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 副 町 長 が 指 定 す る 職 員 を 加

え る こ とが で きる 。  

2  全 庁 会 議 は 、 町 長 、 副 町 長 、 教 育 長 、

企 画 部 長 、 総 務 部 長 、 町 民 部 長 、 学 び

育 成 部 長 、 健 康 福 祉 部 長 、 環 境 経 済 部

長 、 都 市 建 設 部 長 、 議 会 事 務 局 長 及 び

教 育 次 長 を も っ て 構 成 す る 。 た だ し 、

町 長 が 議 事 運 営 上 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、 町 長 が 指 定 す る 職 員 を 加 え る

こ と が でき る 。 ＿ ＿  

3  部 長 会 議 は 、 副 町 長 が 招 集 し 、 会 議 の

議 長 と なる 。  

3  全 庁 会 議 は 、 副 町 長 が 招 集 し 、 会 議 の

議 長 と なる 。  

4  副 町 長 に 事 故 が あ る と き は 、 企 画 部 長

が そ の 職務 を 代理 する 。  

4  副 町 長 に 事 故 が あ る と き は 、 企 画 部 長

が そ の 職務 を 代理 する 。  

5  部 長 会 議 は 、 毎 月 第 1及 び 第 3火 曜 日

（ そ の 日 が 休 日 に 当 た る と き は 、 そ の

翌 日 ） 午 前 9時 か ら 開 催 す る 。 ＿ ＿ ＿ ＿

＿ た だ し 、 必 要 に 応 じ て 臨 時 に 開 催 す

る こ と が で き る 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿  

5  全 庁 会 議 は 、 原 則 と し て 毎 月 第 1及 び

第 3火 曜 日 （ そ の 日 が 休 日 に 当 た る と き

は 、 そ の 翌 日 ） 午 前 9時 か ら 開 催 す る 。

た だ し 、 必 要 に 応 じ て 開 催 す る 日 若 し

く は 時 間 を 変 更 し て 開 催 し 、 又 は 臨 時

に 開 催 する こ とが でき る 。  

6  部 長 会 議 の 構 成 員 は 、 会 議 の 結 果 に つ

い て 、 第 3条 第 1項 第 2号 に 規 定 す る 報 告

を し な けれ ば なら ない 。  

6  全 庁 会 議 の 構 成 員 は 、 会 議 の 結 果 に つ

い て 、 第 3条 第 1項 第 2号 に 規 定 す る 報 告

を し な けれ ば なら ない 。  

（ 付 議 事案 の 提出 ）  （ 付 議 事案 の 提出 ）  

第 9条  経 営 戦 略 会 議 、 経 営 戦 略 調 整 会 議

又 は 部 長 会 議 に 付 議 又 は 報 告 す べ き 事

案 が あ る 部 長 等 は 、 政 策 シ ー ト （ 第 1号

様 式 ） に 関 係 資 料 を 添 付 し 、 会 議 の 開

催 日 の 3日 前 ま で に 企 画 部 長 に 提 出 し な

け れ ば なら な い。  

第 9条  経 営 戦 略 会 議 、 経 営 戦 略 調 整 会 議

又 は 全 庁 会 議 に 付 議 又 は 報 告 す べ き 事

案 が あ る 部 長 等 は 、 政 策 シ ー ト （ 第 1号

様 式 ） に 関 係 資 料 を 添 付 し 、 会 議 の 開

催 日 の 3日 前 ま で に 企 画 部 長 に 提 出 し な

け れ ば なら な い。  

2  町 長 は 、 経 営 戦 略 会 議 に お い て 審 議 又

は 決 定 を し た と き は 、 当 該 審 議 又 は 決

定 の 内 容 を 経 営 戦 略 会 議 結 果 通 知 書

（ 第 2号 様 式 ） に よ り 、 付 議 し た 部 長 等

2  町 長 は 、 全 庁 会 議 ＿ ＿ に お い て 審 議 又

は 決 定 を し た と き は 、 当 該 審 議 又 は 決

定 の 内 容 を 全 庁 会 議 ＿ ＿ 結 果 通 知 書

（ 第 2号 様 式 ） に よ り 、 付 議 し た 部 長 等



に 通 知 する 。  に 通 知 する 。  

3 （ 略 ）  3 （ 略 ）  

（ 庶 務 ）  （ 庶 務 ）  

第 12条  （ 略 ）  第 12条  （ 略 ）  

2  経 営 戦 略 会 議 、 経 営 戦 略 調 整 会 議 及 び

部 長 会 議 の 庶 務 は 、 企 画 部 企 画 政 策 課

に お い て処 理 する 。  

2  経 営 戦 略 会 議 、 経 営 戦 略 調 整 会 議 及 び

全 庁 会 議 の 庶 務 は 、 企 画 部 企 画 政 策 課

に お い て処 理 する 。  

3・ 4 （略 ）  3・ 4 （略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 1号 様 式（ 第 9条 関係 ）  第 1号 様 式（ 第 9条 関係 ）  

別 紙 の とお り  別 紙 の とお り  

第 2号 様 式（ 第 9条 関係 ）  第 2号 様 式（ 第 9条 関係 ）  

別 紙 の とお り  別 紙 の とお り  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 こ の 訓 令 は 、 令 和 6年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 


